
会 議 結 果 の お 知 ら せ 

 

令和７年度第２回宮古市いきいきシルバーライフ推進協議会を次のとおり開催しま

した。 

 

令和８年３月 31日 

 

宮古市いきいきシルバーライフ推進協議会 

 

１ 開催日時 

  令和８年３月 25日（水） 午後２時 00分～午後２時 40分  

 

２ 開催場所 

  宮古市市民交流センター１階 会議室１・２ 

 

３ 議題 

  （1）地域密着型サービス事業者の公募状況について 

  （2）介護保険事業特別会計 令和８年度当初予算要求額の概要について 

  （3）高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画に向けた取組について  

４ 会議の概要 

  別添のとおり 

 

５ 問い合わせ先 

  保健福祉部 介護保険課 管理係 電話０１９３－６８－９０８５ 

 

 

 

  



１ 

令和７年度第２回宮古市いきいきシルバーライフ推進協議会 

 

 

１ 出 席 者（13名） 

  豊島秀浩会長、沼里美幸委員、大上敦子委員、上山ヤス子委員、田越圭子委員、 

  松本勝徳委員、佐々木修委員、田澤範史委員、濱田剛委員、加藤伸二委員、 

  盛合理恵委員、波岡達彦委員、梶山康子委員 

２ 欠 席 者（４名） 

  中村大輔委員、松本ゆかり委員、久保宮幸委員、吉水和也委員 

３ 事務局出席者（６名） 

  保健福祉部長 三田地環 

  保健福祉部介護保険課長 中野剛久 

  保健福祉部介護保険課管理係長 山﨑寿子 

            いきいきライフ推進室長 八木愛美 

            地域包括支援センター所長 永洞加奈江 

            管理係 主査 小松平佳江 

４ 傍聴者 

  なし 

５ 議事等 

 (1) 地域密着型サービス事業者の公募状況について 

   地域密着型サービス事業者の公募状況の内容について事務局から説明し、承認

された。 

 (2) 介護保険事業特別会計令和８年度当初予算要求額の概要について 

   介護保険事業特別会計令和８年度当初予算要求額の概要について事務局から説

明し、承認された。 

 (3) 高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画に向けた取組について    

   高齢者福祉計画・第 10期介護保険事業計画に向けた取組の内容について事務局

から説明し、承認された。 

 

 



２ 

質疑応答内容 

質問・意見 回答 

【議題(1)「地域密着型サービス事業者の公

募状況について」】 

 

（委員） 

 今の状況だと、応募なしで終了となるか。 

 

 

 

 

  

 

 

【議題(2)「介護保険事業特別会計令和８年

度当初予算要求額の概要について」】 

 

（委員） 

 介護報酬の改定で、事業所が厳しい状態に

なっており、市で支援したということだが、

市にはどういった要望が上がっているか。 

 

 

 

 

 

  

（委員） 

 令和８年度に報酬改定はあるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 現在宮古市は、高齢者人口が減っており、

これから新たに施設を整備するという状況

ではないと考えられ、事業所の方が手を挙げ

てない状況となっている。 

 応募なしで終了となる。 

  

 

 

 

 

 

（事務局） 

訪問介護事業所にアンケートを実施し、報

酬改定により下がった影響もあるし、それ以

前から高齢者人口が減少し利用者が減少し

ていることや、以前と比較すると比較的施設

に入りやすくなっていることから在宅の方

の身体介護が減り、生活援助の利用が増えて

いること等で、サービス事業所では経営が厳

しくなっている状況と聞いている。 

  

（事務局） 

 令和８年度は、物価高の影響や、介護事業

が他の事業と比較したときに給料が低く差

があるということで報酬改定があるが、主に

処遇改善ということで職員の給料部分の改

定となる。サービスの基本報酬は変わらな

い。 

 

 

 

 



３ 

【議題(3)「高齢者福祉計画・第10期介護保

険事業計画に向けた取組について」】 

 

（委員） 

 実施する調査の項目に、「高齢者虐待対応」

があるが、通報があった場合にはどういう流

れで対応となるか教えていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

（委員） 

 虐待の通報があり、どういう対応をしたの

か、通報をした方に報告をするのか。 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 市が社会福祉協議会に地域包括支援セン

ターの運営を委託しており、気になる方につ

いては訪問活動をしている。 

 虐待の相談があった場合は、地域包括支援

センターから市へ連絡をもらい、どういう対

応をしたら良いか支援しており、最終的には

状況に応じて関係機関と相談しながら対応

して進めることになっている。 

 

（事務局） 

 通報した方に、どういった対応をしたかは

個人情報なので報告していない。 

 

 


